
 
 
 

宿泊税は、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、

宿泊施設の宿泊者に対して京都市が独自に課税する法定外目的です。 

宿泊税は、平成３０年１０月1 日から導入しています。 

 

１ 納 税 義 務 者 

○ 宿泊税の納税義務者は次のとおりです。 

・ 旅館業法に定める旅館業を営む施設（下宿営業を除く）への宿泊者 

・ 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者 

※ ホテル、旅館、簡易宿所及び住宅宿泊事業を営む施設のほか、いわゆる違法民泊等への宿泊者も含め

た、すべての宿泊者となります。 

 

○ 納税義務者である宿泊者は、宿泊施設に宿泊税を支払い、宿泊施設の経営者が特別徴収義務者として宿

泊税を本市に納入していただきます。 
 

２  

宿泊税の税率は次のとおりです。 

１人１泊の宿泊料金 税 率 

６，０００円未満 ２００円 

６，０００円以上２０，０００円未満 ４００円 

２０，０００円以上５０，０００円未満 １，０００円 

５０，０００円以上１００，０００円未満 ４，０００円 

１００，０００円以上 １０，０００円 

 ※ 令和８年３月１日から税率を改定しています。 

※ 宿泊料金とは、いわゆる素泊まり料金を指すものであり、サービス料は含まれますが、食事代や消費

税等は含まれません。 
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３  

学校が主催する修学旅行その他学校行事または保育所等が主催する行事（満３歳以上の幼児が参加するも

の）に参加している生徒等及びその引率者については、宿泊税の課税が免除されます。 

※ 免除対象 

 ・ 学校教育法第１条で規定する学校のうち、大学を除くもの（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校 

高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校）    

 ・ 児童福祉法第39 条第1 項に規定する保育所（保育所型認定こども園を含む。） 

 ・ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第7 項に規定する 

  幼保連携型認定こども園 

 ・ 児童福祉法第6 条の3 各項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う 

  施設 

 
 

４ 申 告 と 納 税 

○ 宿泊施設の経営者（特別徴収義務者）は、宿泊者から宿泊料金とともに宿泊税を徴収し、原則として毎

月末日までに、前月１日から同月末日までに宿泊行為のあった徴収すべき宿泊税に係る宿泊数、税額その

他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、納入いただくこととなります。 

※ 宿泊税額が、市長が定める金額以下であるなどの要件に該当するものとして特例に関する市長の承認を

受けた場合においては、３箇月ごとに納入申告書を提出することとなります。 

 

○ 宿泊施設の開始、変更、廃止等を行う際は、経営申告書を提出していただくこととなっております。 
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